
 

 

札幌市食物アレルギー児保育事業費補助金交付要綱 

 

（平成２０年４月１日子ども未来局長決裁） 

一部改正平成 27 年３月 31 日 

一部改正平成 28 年３月 31 日 

一部改正令和２年３月 30 日 

一部改正令和７年４月 25 日 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、食物アレルギーを有する児童の成長発達を促進するとともに、児童の健

全な育成に寄与するため、保育所等において食物アレルギーを有する児童に個別食の提供を

実施する事業者に対し、予算の範囲内においてその経費の一部を補助することについて必要

な事項を定める。 

（定  義） 

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 認可保育所 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。）第 35 条第 4

項の認可を受けた、同法第 39 条第 1 項に規定する保育所をいう。 

(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律（平成１８年法律第７７号。以下「認定こども園法」という。）第２条第７

号に規定する施設をいう。 

(3) 幼稚園型認定こども園 認定こども園法第３条第１項の認定を受けた幼稚園及び同条

第３項の認定を受けた連携施設をいう。 

(4) 保育所型認定こども園 法第３９条第１項に規定する施設であり、かつ、認定こども園

法第３条第１項の認定を受けている施設をいう。 

(5) 地方裁量型認定こども園 認定こども園法第３条第１項の認定を受けた保育施設機能

をいう。 

(6) 特定地域型保育事業 子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号。以下「支援法」

という。）第 29 条第１項の規定による確認を受け、法第 34 条の 15 第 2 項の認可を受けた

事業所をいう。 

(7) 保育所等 同項前６号までに掲げる施設をいう。 

(8) 設置事業者 前号に掲げる保育所等の設置者をいう。 

(9) 補助事業者 前号に掲げる設置事業者のうち、本要綱に基づく補助金の交付決定または

交付を受けた者をいう。 

(10) 入所児童 保育所等を利用する、支援法第１９条第１項第２号及び第３号に規定する

子どもをいう。 

（補助対象児童） 

第３条  この要綱に定める補助金の対象児童は、保育所等の入所児童のうち、食物アレルギー

を有することを理由として、当該保育所等における給食の提供に際し、設置事業者から、現

に個別食の提供を受けている児童とする。 

２ 設置事業者は、前項に定める入所児童について、その食物アレルギーの状況を、医師の診



 

 

断書またはこれに類する書面により確認するものとする。 

３ 設置事業者は、前項に定める確認を行うため、当該児童の保護者に対し、年に１回以上、

医師の診断書またはこれに類する書面の提出を求めるものとする。 

（補助対象事業費） 

第４条  この要綱に定める補助金の対象事業費は、補助対象児童に対して、当該児童の状況に

応じた個別食を提供するために要する経費の一部とし、おおむね次の各号に掲げる経費とす

る。 

(1) 個別食の調理業務に従事する栄養士または調理員の人件費及び共済費 

(2) 個別食の調理業務に従事する栄養士または調理員の福利厚生費（健康診断費、被服費等

に要する経費） 

(3) 代替食の提供のための食材購入費 

(4) 個別食の調理のための調理器具等の購入費 

（補助金額の算定） 

第５条  補助金の額は、補助金の額は、別表１に定める１食品あたりの計上品目数に基づき算

定された品目数を基に、別表２に定める児童 1 人あたりの基準額を算出し、これに第３条に

定める補助対象児童毎の個別食の提供を行った月数の合計を乗じて得た額とする。 

２ 前項に定める月数の計算にあたっては、補助対象児童毎に月途中の入所または退所によっ

て一月未満の期間が存する場合には、それぞれ一月として計算するものとする。 

３ 月途中に補助対象品目数が変更となる場合には、当該月の基準額は月初日の補助対象品目

数に基づくものとする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 設置事業者は、この要綱に基づく補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付

申請書（様式 1）に次の各号に定める書類を添えて、別に指示する期日までに市長に提出す

るものとする。 

(1) 補助対象児童名簿（様式 2） 

(2) 補助対象児童にかかる食物アレルギーの状況を示した医師の診断書またはこれに類す

る書面の写し 

２ 前項の補助金の交付申請以降、食物アレルギー児童が中途入所又は既入所児童が新たに食

物アレルギーに該当するなど補助対象児童が発生した場合は、市長が別に定める方法により

申請を行うこととする。 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条に定める補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、

補助することが適当であると認めるときは、補助金額を決定し、補助金交付決定通知書（様

式 3）により、当該申請者に通知するものとする。 

２ 前項の規定により補助金の交付決定を受けた設置事業者は、補助対象児童毎の個別食の提

供の状況を記録するとともに、当該児童にかかる食物アレルギーの状況を示した医師の診断

書またはこれに類する書面を整理保管しなければならない。 

（補助金の交付） 

第８条 市長は、前条により補助金額を決定したときは、補助事業者の申出に基づき、決定額

に相当する額を概算交付することができる。 

（事業実績報告） 



 

 

第９条 補助事業者は、補助対象事業が終了したときは、事業実績報告書（様式 4）に次の各

号に定める書類を添えて、市長に提出するものとする。 

(1) 補助対象児童名簿（様式２） 

(2) 補助対象児童にかかる食物アレルギーの状況を示した医師の診断書またはこれに類す

る書面の写し 

（補助金額の確定） 

第 10 条 市長は、前条に定める事業実績報告書の提出を受けたときは、事業内容を審査し、補

助条件に適合すると認めるときは、補助金額を確定し、補助金確定通知書（様式 5）により、

当該報告者に通知するものとする。 

（補助金の精算） 

第 11 条 市長は、前条に定める補助金の確定額が、既に交付した補助金額を超えるときは、確

定額に不足する額を交付し、満たないときは、期限を定めてその満たない額を返還させるも

のとする。 

（補助金の交付決定の取消し） 

第 12 条 市長は、補助事業者が、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部ま

たは一部を取り消すことができる。 

(1) 補助条件に違反したとき 

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき 

(3) 法令またはこれに基づく処分に違反したとき 

(4) その他市長が補助することを不適当と認めたとき 

２ 前項の規定は、第 10 条に定める補助金額の確定があった後においても適用があるものとす

る。 

３ 市長は、第 1 項の規定による取消しを行ったときは、理由を付してその旨を当該申請者に

通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第 13 条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しにかかる部分に関

し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならな

い。 

（加算金及び延滞金） 

第 14 条 補助事業者は、第 12 条第 1 項の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜられた

ときは、その命令にかかる補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の

額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額）につ

き、年 10.95 パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納

期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年 10.95 パーセントの割合で

計算した延滞金を本市に納付しなければならない。 

３ 市長は、前二項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金または

延滞金の全部または一部を免除することができる。 

（他の補助金等の一時停止等） 

第 15 条 市長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金または延滞金の

全部または一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務または事業につい



 

 

て交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、または当

該補助金等と未納付額とを相殺することができる。 

（立入調査等） 

第 16 条  市長は、補助金にかかる予算の執行の適正を期するため、必要があると認めるときは、

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 221 条第 2 項の規定に基づき、補助対象事業者に対

して報告をさせ、または当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物

件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

（委  任） 

第 17 条  この要綱の実施に当たり、その他の必要な事項は支援制度担当部長が定める。 

 

 

   附  則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

（施行期日） 

 この要綱は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

（施行期日） 

 この要綱は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

（施行期日） 

 この要綱は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 

（施行・適用期日） 

 この要綱は、令和 7 年 4 月 25 日から施行し、令和 7 年 4 月 1 日から適用する。 

 

 

別表１ アレルギー原因食品一食品あたりの計上品目数 

アレルギー原因食品 一食品あたりの計上数 

米・小麦・牛乳・鶏卵・大豆 ２品目 

上記以外 １品目 

 

 別表２ 補助対象児童一人あたりの基準額                     

区  分 児童一人あたりの基準額 

１～３品目の 

食物アレルギーを持つ児童 
４，３００円 

４品目以上の 

食物アレルギーを持つ児童 
６，５００円 

                                                         

 


